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は
じ
め
に

法
体
装
束
は
法
体
つ
ま
り
出
家
・
剃
髪
者
の
装
束
で
あ
る
。
ひ
と
く
ち
に
法
体
と

い
っ
て
も
、
法
皇
・
法
親
王
・
入
道
親
王
・
門
跡
・
僧
綱
・
凡
僧
・
入
道
な
ど
の
様
々

な
身
分
・
立
場
が
あ
り
、
俗
体
（
俗
人
）
と
は
異
な
る
着
衣
が
あ
る
。
こ
れ
を
本
稿
で

は
法
衣
と
総
称
す
る
が
、
法
衣
の
う
ち
法
体
の
公
服
（
天
皇
・
朝
廷
に
関
わ
る
際
に
着

用
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
着
衣
）・
正
装
が
法
体
装
束
で
あ
り
、
参
内
や
天
皇
・
朝
廷
関
連

の
仏
教
行
事
、
そ
の
他
様
々
な
公
的
な
場
で
、
そ
の
身
分
・
立
場
や
状
況
に
応
じ
た

装
束
が
着
用
さ
れ
た
。

か
か
る
法
体
装
束
は
い
わ
ば
法
体
の
公
家
装
束
で
あ
り
、
俗
体
の
公
家
装
束
と
同

じ
く
摂
関
期
の
平
安
貴
族
社
会
で
成
立
し
た
。
そ
の
点
で
は
俗
体
の
公
家
装
束
特
に

男
子
装
束
の
延
長
で
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
法
体
装
束
の
下
着
や
袴
な
ど
の
構
成

要
素
が
公
家
男
子
装
束
と
共
通
し
て
い
る
点
が
明
示
す
る
。
ま
た
、
身
分
・
立
場
に

よ
っ
て
使
用
で
き
る
色
や
材
質
が
定
ま
っ
て
お
り
、特
に
上
位
者
は
有
文
（
織
文
様
の

あ
る
絹
地
）
を
使
用
で
き
、
下
位
者
は
で
き
な
い
と
い
っ
た
点
も
、
俗
体
の
公
家
男
子

装
束
と
共
通
す
る
。

か
か
る
法
体
装
束
に
つ
い
て
の
歴
史
的
考
察
は
公
家
・
武
家
の
俗
体
装
束
ほ
ど
に

は
進
ん
で
い
な
い①
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
室
町
初
期
の
法
体
装
束
に
つ
い
て
総
括
的

に
記
し
た
『
法
体
装
束
抄
』
と
い
う
史
料
が
あ
る②
。
筆
者
は
こ
の
史
料
を
総
括
的
に

分
析
す
る
こ
と
が
法
体
装
束
の
歴
史
的
考
察
の
基
礎
と
な
る
と
考
え
て
い
る
が
、
こ

の
史
料
は
断
片
的
に
引
用
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
総
括
的
な
内
容
の
検

討
は
充
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、『
法
体
装
束
抄
』
の
分
析
を

軸
に
法
体
装
束
の
全
体
像
を
概
観
し
、
今
後
の
研
究
の
一
助
と
し
た
い
。

一
、『
法
体
装
束
抄
』
の
性
格
と
内
容

『
法
体
装
束
抄
』
は
奥
書
に
次
の
よ
う
に
み
え
る
。

此
法
体
の
衣
の
着
様
・
寸
法
已
下
之
事
、
先
々
法
皇
の
御
こ
ろ
も
は
当
家
の
輩

よ
そ
ゐ
奉
る
也
、
一
向
に
分
明
に
抄
物
な
ど
な
し
、
今
室
町
殿
御
衣
は
愚
身
め

さ
す
る
な
り
、
仍
公
私
方
々
沙
汰
を
経
ら
れ
て
淵
底
を
き
わ
む
る
の
間
、
子
孫

の
蒙
昧
の
不
審
を
散
ぜ
ん
が
為
に
自
筆
に
こ
れ
を
し
る
し
、裏
判
を
加
之
者
也
、

短
慮
之
身
定
有
二
違
失
一
歟
、
努
々
不
レ
可
レ
有
二
外
見
一
云
々
、
可
レ
秘
々
々
、
こ

の
一
流
の
中
に
て
も
無
二
左
右
一
一
見
を
ゆ
る
す
べ
か
ら
ざ
る
者
也
、

　
　

応
永
三
年
三
月
十
八
日
、

　
　

正
四
位
下
行
左
兵
衛
権
佐
藤
原
朝
臣
永
行
〈
在
判
〉、

こ
れ
に
よ
れ
ば
、『
法
体
装
束
抄
』
は
応
永
三
年
（
一
三
九
六
）
の
成
立
。
記
主
は

藤
原
（
高
倉
）
永
行
（
？
〜
一
四
一
六
）。
代
々
の
法
皇
の
法
体
装
束
は
高
倉
家
が
装
束

奉
仕
（
調
進
・
着
装
）
し
て
き
た
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
「
抄
物
」（
記
録
）
な
ど
は
な

『
法
体
装
束
抄
』
に
み
る
法
体
装
束

近　

藤　

好　

和
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か
っ
た
。
ま
た
、傍
線
部
分
が
本
書
執
筆
の
背
景
。「
今
室
町
殿
御
衣
は
愚
身
め
さ
す

る
な
り
」
と
は
、
応
永
二
年
六
月
二
十
日
の
足
利
義
満
の
出
家
に
際
し
、
永
行
が
義

満
の
装
束
奉
仕
を
し
た
こ
と
を
い
い③
、
本
書
は
そ
の
準
備
過
程
で
得
た
情
報
を
子
孫

の
た
め
に
書
き
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
本
書
は
、
室
町
初
期
の
法
体
装
束
に

関
す
る
ま
さ
に
生
き
た
史
料
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

か
か
る
『
法
体
装
束
抄
』
に
は
、
記
載
順
に
鈍ど

ん
じ
き色

・
椎し

い
に
ぶ鈍

・
裘き

ゅ
う
た
い袋・

付つ
け
ご
ろ
も衣・

法ほ
う
ふ
く服

・

衣こ
ろ
も
ば
か
ま

袴
・
直じ

き
と
つ綴

の
七
種
類
の
法
体
装
束
と
、
法
体
装
束
に
は
不
可
欠
の
袈
裟
お
よ
び
法

体
装
束
特
有
の
袴
で
あ
る
指さ

し
か
り狩

が
個
別
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
当
時
の
法
体

装
束
の
総
体
と
考
え
ら
れ
る
。

具
体
的
な
内
容
は
、
各
法
体
装
束
の
構
成
要
素
と
そ
の
色
・
材
質
・
着
用
身
分
・

寸
法
・
縫
製
法
・
着
装
法
な
ど
が
記
さ
れ
、
奥
書
冒
頭
に
「
此
法
体
の
衣
の
着
様
・

寸
法
已
下
之
事
」
と
あ
る
よ
う
に
、
着
装
法
と
縫
製
法
が
記
さ
れ
て
い
る
点
に
、
本

書
が
装
束
奉
仕
の
た
め
の
実
用
書
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
装
束
奉
仕
を
家
職
と
す

る
高
倉
家
の
面
目
躍
如
で
あ
る
。

以
下
、『
法
体
装
束
抄
』
に
み
え
る
法
体
装
束
を
、
鈍
色
・
椎
鈍
・
袈
裟
、
法
服
、

裘
袋
・
指
狩
・
付
衣
・
衣
袴
・
直
綴
の
三
群
に
分
け
て
概
観
す
る
。

こ
れ
は
『
法
体
装
束
抄
』
の
記
載
順
と
は
異
な
る
が
、
鈍
色
・
椎
鈍
と
法
服
は
法

体
装
束
の
様
式
名
称
で
あ
り
、
鈍
色
と
椎
鈍
を
一
括
す
る
の
は
、
椎
鈍
は
鈍
色
の
一

様
式
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
に
袈
裟
を
加
え
た
の
は
、
法
体
装
束

に
は
不
可
欠
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
い
で
法
服
を
独
立
さ
せ
た
の
は
、『
法
体
装
束
抄
』

で
は
筆
頭
に
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
法
体
装
束
の
う
ち
で
も
っ
と
も
正
装
だ
か
ら
で

あ
る
。
一
方
、
裘
袋
・
付
衣
・
衣
袴
・
直
綴
を
一
括
す
る
の
は
、
裘
袋
・
付
衣
・
直

綴
は
上
着
の
名
称
だ
か
ら
で
、
衣
袴
は
上
着
の
名
称
で
は
な
く
、
そ
の
上
着
は
衣こ

ろ
もだ

が
、
こ
の
衣
は
裘
袋
や
付
衣
と
構
造
的
に
同
類
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
に
指

狩
を
加
え
た
の
は
、
裘
袋
や
付
衣
で
着
用
す
る
袴
だ
か
ら
で
あ
る
。

二
、
鈍
色
・
椎
鈍
・
袈
裟

○
鈍
色

『
法
体
装
束
抄
』
本
文
は
、
目
録
に
続
い
て
、「
一
、
鈍
色
を
可
レ
令
レ
着
次
第
〈
正

道
法
師
又
入
道
同
レ
之
〉」で
始
ま
る（
山
括
弧
内
は
割
書
ま
た
は
傍
書
部
分
。
以
下
同
じ
）。

「
正
道
法
師
」
は
、
寺
院
に
属
し
て
僧
侶
と
し
て
仏
道
修
行
に
励
む
法
体
、「
入
道
」

は
出
家
・
剃
髪
後
も
在
俗
生
活
を
続
け
る
法
体
で
あ
る
。
つ
い
で
鈍
色
の
構
成
要
素

と
そ
の
情
報
・
着
装
法
が
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
鈍
色
が
本
書
冒
頭

に
記
さ
れ
、
し
か
も
構
成
要
素
と
そ
の
情
報
・
着
装
法
が
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
点

に
、
当
時
の
法
体
に
と
っ
て
、
鈍
色
が
も
っ
と
も
一
般
的
な
公
服
・
正
装
で
あ
っ
た

こ
と
が
理
解
で
き
る
。

そ
の
鈍
色
の
構
成
要
素
と
着
装
法
を
要
約
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

ま
ず
大お

お
く
ち口

と
い
う
肌
袴
つ
い
で
大

お
お
か
た
び
ら

帷
・
単ひ

と
え・

袙
あ
こ
め

等
の
肌
着
・
下
着
を
着
用
。
つ
い

で
そ
れ
ら
を
表

う
え
の
は
か
ま

袴
に
着
込
め
、
そ
の
う
え
に
裳も

を
着
用
。
上
着
で
あ
る
鈍
色
を
着
用

し
、
腰
を
帯
で
束
ね
、
五
条
袈
裟
を
左
肩
か
ら
右
脇
下
に
懸
け
る
。
持
ち
物
は
檜
扇

と
念
珠
。
履
き
物
は
襪

し
と
う
ずと

鼻び
こ
う広

。
な
お
、
大
口
・
表
袴
の
代
わ
り
に
下し

た
ば
か
ま袴・

指さ
し
ぬ
き貫

の

場
合
も
あ
り
、
夏
は
袙
を
省
略
し
た
。

こ
の
う
ち
大
口
・
大
帷
・
単
・
袙
・
表
袴
・
襪
は
束
帯
の
構
成
要
素
と
、
下
袴
・

指
貫
は
布ほ

う
こ袴

・
衣
冠
・
直
衣
で
着
用
す
る
も
の
と
基
本
的
に
同
様
で
あ
る④
。

な
お
、
大
口
は
四よ

の幅
・
対つ

い
た
け丈

の
肌
袴
で
、
腰
一
本
（
腰
紐
一
本
）
と
腰
二
本
の
二
種

類
が
あ
る
。
前
者
は
束
帯
の
肌
袴
。
表
袴
に
対
応
し
、
色
は
赤
が
原
則
。
材
質
は
無

文
絹
地
（
平へ

い
け
ん絹

や
精せ

い
ご
う好

）
で
あ
る
。
一
方
、
後
者
は
水
干
や
直
垂
な
ど
の
武
家
装
束
の

肌
袴
。
小
袴
や
そ
の
変
形
で
あ
る
長
袴
に
対
応
し
、
そ
れ
ら
の
上
袴
を
省
略
し
て
そ

れ
だ
け
で
着
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
色
は
白
が
原
則
。
材
質
は
平
絹
や
布
で
あ
る
。

『
法
体
装
束
抄
』
に
よ
れ
ば
、
法
体
装
束
で
も
、
こ
の
二
種
類
の
大
口
を
装
束
の
種

類
で
使
い
分
け
、
鈍
色
の
大
口
は
「
赤
大
口
、
又
白
、
ね
り
・
す
ず
し
両
様
」
と
あ
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り
、
ま
た
表
袴
に
対
応
す
る
点
か
ら
も
束
帯
用
の
大
口
で
あ
る
。
た
だ
し
、
引
用
の

よ
う
に
鈍
色
の
大
口
の
色
は
赤
だ
け
で
な
く
白
も
あ
っ
た
。

ま
た
、
大
帷
（
大
帷
子
と
も
）
も
二
種
類
あ
る
。
ま
ず
束
帯
な
ど
で
盛
夏
の
汗
取
り

用
の
肌
着
と
し
て
着
用
し
た
単
同
型
・
布
製
の
衣
。
こ
れ
は
室
町
時
代
に
な
る
と
、

簡
略
な
束
帯
の
下
着
と
し
て
、
そ
の
袖
口
に
単
の
生
地
、
ま
た
襟
に
は
単
と
下し

た
が
さ
ね襲の

生
地
を
取
り
付
け
た
袖そ

で
ひ
と
え単に

変
化
す
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
裏
地
を
付
け
な
い
一ひ

と

重え

直
垂
の
下
に
衣
紋
を
整
え
る
た
め
に
着
用
し
た
直
垂
同
型
の
衣
で
あ
る
。

『
法
体
装
束
抄
』
に
み
え
る
大
帷
は
汗
取
り
用
の
そ
れ
と
考
え
ら
れ
、室
町
初
期
の

法
体
装
束
で
は
大
帷
が
肌
着
と
し
て
定
着
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
、
そ
れ
に
対

し
て
、
束
帯
を
は
じ
め
と
す
る
男
女
公
家
装
束
す
べ
て
で
鎌
倉
時
代
以
降
に
肌
着
と

し
て
定
着
し
た
肌
小
袖
は
、『
法
体
装
束
抄
』
に
は
み
ら
れ
な
い
。

以
上
に
対
し
、
法
体
装
束
特
有
の
構
成
要
素
は
、
ま
ず
被
り
物
が
な
い
点
。
こ
れ

は
着
用
者
が
剃
髪
者
だ
か
ら
当
然
で
あ
る
。
つ
い
で
裳
と
鈍
色
の
着
用
。
袈
裟
・
鼻

広
の
使
用
。
念
珠
の
所
持
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
被
り
物
が
な
い
点
・
袈
裟
の
使

用
・
念
珠
の
所
持
は
、
す
べ
て
の
法
体
装
束
に
共
通
す
る
。
以
下
、
裳
・
鈍
色
・
鼻

広
・
念
珠
・
袈
裟
の
順
に
概
観
す
る
。

裳　

裙
と
も
。
ス
カ
ー
ト
の
よ
う
に
腰
に
巻
き
付
け
て
下
半
身
を
覆
っ
た
寄よ

せ
ひ
だ襞（

プ

リ
ー
ツ
）
を
入
れ
た
着
具⑤
。

構
造
は
、『
法
体
装
束
抄
』
に
よ
れ
ば
、「
法
服
・
鈍
色
の
裳
は
十
二
の
の
物
な
り
」

と
あ
り
、
十
二
幅の

。
ま
た
、

う
へ
の
は
か
ま
よ
り
三
寸
ば
か
り
あ
る
べ
し
、
下
ざ
ま
の
人
は
た
か
く
き
す
べ

き
な
り
、
若
裳
の
な
が
く
ば
、
こ
し
に
て
を
る
べ
し
、

と
み
え
、
対
丈
で
あ
り
、
そ
の
裾
は
表
袴
の
裾
よ
り
三
寸
（
約
九
セ
ン
チ
）
ほ
ど
上
げ

て
着
装
。
下
位
者
は
さ
ら
に
上
げ
、
も
し
長
け
れ
ば
腰
を
折
り
込
ん
だ
。

色
・
材
質
は
、

香
・
白
、
無
文
薄
物
〈
単
な
る
物
也
〉、
或
平
絹
〈
練
・
生
〉、
又
練
貫
、
又
打

物
〈
是
は
法
服
に
着
す
る
也
〉、
夏
・
冬
通
用
也
、
貴
人
香
貫
白
、
凡
人
不
レ
着

レ
之
、

と
あ
る
。

色
は
香
ま
た
は
白
。
材
質
は
無
文
薄
物
・
練ね

り

平
絹
・
生

す
ず
し

平
絹
・
練ね

り
ぬ
き貫

と
様
々
。
香

は
染そ

め
い
ろ色

。
材
質
は
す
べ
て
無
文
の
絹
地
。
ま
た
打う

ち
も
の物

も
あ
る
。
こ
れ
は
糊
張
と
し
た

生
地
を
砧
で
打
ち
、
貝
殻
で
磨
い
て
艶
を
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
打
物
で
仕
立
て
た

裳
を
打う

ち
も裳

と
い
う
が
、
こ
れ
は
法
服
用
。
一
方
、
貴
人
は
香
貫ぬ

き
じ
ろ白

。
こ
れ
は
凡
人
は

不
着
用
。
貫
白
は
緯
白
。
以
下
、
引
用
を
除
い
て
緯
白
と
表
記
す
る
。
香
緯
白
は

織お
り
い
ろ色

・
有
文
の
絹
地
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
貴
人
香
貫
白
」
は
、
貴
人
は
香
緯
白
も
使

用
で
き
る
の
意
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
無
文
薄
物
に
の
み
「
単
な
る
物
也
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
練
平
絹

か
ら
練
貫
は
袷あ

わ
せも

あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、後
述
の
よ
う
に
法
服
の
裳
は
一
重
。

法
服
・
鈍
色
と
も
に
裳
の
構
造
は
同
様
で
あ
る
か
ら
、
鈍
色
の
裳
も
材
質
に
関
わ
ら

ず
一
重
で
あ
ろ
う
。
俗
体
・
法
体
に
関
わ
ら
ず
装
束
は
、
夏
（
旧
暦
四
月
朔
日
〜
九
月

末
日
）
は
一
重
ま
た
は
薄
物
。
冬
（
十
月
朔
日
〜
三
月
末
日
）
は
袷
が
原
則
で
あ
る
か

ら
、「
夏
・
冬
通
用
也
」
と
い
う
の
は
、
一
重
で
あ
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、『
法
体
装
束
抄
』
に
み
え
る
貴
人
・
凡
人
の
区
別
は
明
確
で
は
な
い
。

し
か
し
、
判
断
基
準
は
出
自
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
貴
人
は
、
法
皇
・
皇
族
・
摂
関
家
・

清
華
家
・
室
町
将
軍
家
な
ど
の
名
門
出
身
の
法
体
。
そ
れ
以
外
が
凡
人
で
あ
ろ
う
。

鈍
色　

鈍
色
と
い
う
用
語
は
、
本
来
は
上
記
の
よ
う
な
構
成
要
素
か
ら
な
る
法
体

装
束
の
様
式
名
称
で
あ
り
、
上
着
の
名
称
で
は
な
い
。
鈍
色
の
上
着
は
、
正
し
く
は

袍ほ
う

と
い
う
。
そ
の
構
造
は
身
二ふ

た

幅の

・
広
袖
一ひ

と

幅の

半は
ん

・
垂す

い
り
ょ
う領・

縫ほ
う
え
き腋

・
腰
丈
で
あ
り
、

『
法
体
装
束
抄
』
に
も
「
そ
う
か
う
よ
く
〳
〵
た
つ
べ
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、そ
の
垂

領
は
襟
幅
を
広
く
し
て
背
後
は
僧そ

う
ご
う
え
り

綱
襟
と
い
っ
て
三
角
形
状
に
高
く
起
立
さ
せ
た
。

後
述
の
よ
う
に
、
鈍
色
の
ほ
か
に
法
服
・
裘
袋
・
裳
付
衣
い
ず
れ
も
垂
領
で
僧
綱
襟

を
立
て
、
ま
た
衣
も
僧
綱
襟
を
立
て
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
垂
領
・
僧
綱
襟
は
法
体
装



四
六
四

752

束
の
上
着
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。

な
お
、
法
体
装
束
の
肌
・
下
着
で
あ
る
大
帷
・
単
・
袙
の
基
本
的
構
造
は
俗
体
の

そ
れ
と
同
様
で
あ
る
が
、
そ
の
垂
領
は
や
は
り
襟
巾
が
広
く
、
僧
綱
襟
を
立
て
る
場

合
は
上
着
だ
け
で
な
く
肌
・
下
着
の
襟
も
重
ね
て
立
て
た
。

袍
の
色
・
材
質
は
、『
法
体
装
束
抄
』
に
よ
れ
ば
、「
香
・
白
、
同
レ
裳
」
と
あ
る
。

法
服
は
袍
・
裳
を
共と

も
ぎ
れ裂

（
同
色
・
同
材
質
・
同
文
様
）
と
す
る
か
ら
、
こ
こ
も
色
だ
け

で
な
く
材
質
も
同
様
の
意
で
あ
る
。
つ
ま
り
鈍
色
の
袍
・
裳
も
共
裂
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
貴
人
の
袍
は
香
緯
白
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
法
服
の
袍
は
、
冬
は
袷
、
夏
は

薄
物
で
あ
り
、
鈍
色
も
同
様
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
白
袍
・
裳
に
白
袈
裟
を
懸
け
た
鈍
色
を
浄じ

ょ
う
え衣

と
も
い
っ
た⑥
。

鼻
広　

鼻
広
は
鼻
高
の
音
通
。
以
下
、引
用
を
除
い
て
鼻
高
と
表
記
。『
法
体
装
束

抄
』
に
よ
れ
ば
、「
俗
の
あ
さ
沓
の
鼻
の
あ
る
も
の
な
り
」
と
あ
る
。
文
字
通
り
鼻

（
爪
先
部
分
）
が
高
く
盛
り
上
が
っ
た
布
帛
製
の
浅
沓
（
短
靴
）
で
あ
る
。

鼻
高
は
法
体
の
正
式
の
履
き
物
で
あ
り
、
必
ず
襪
と
と
も
に
履
い
た
。
襪
は
靴
擦

れ
防
止
の
靴
下
で
あ
る
。
な
お
、『
法
体
装
束
抄
』
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
法
服

を
の
ぞ
く
法
体
装
束
の
履
き
物
に
は
、
藁わ

ら
ぐ
つ沓

（
草わ

ら
じ鞋

）
や
草
履
類
（
裏う

ら
な
し無

・
緒お

ぶ
と太

な
ど
）

も
あ
り
、
こ
れ
ら
は
鼻
緒
が
あ
る
の
で
素
足
で
あ
る⑦
。

念
珠　

数
珠
と
も
。『
法
体
装
束
抄
』
に
よ
れ
ば
、
鈍
色
は
「
ま
ろ
す
ゝ
」（
丸
数

珠
）
で
、「
い
ら
た
か
す
ゝ
」（
伊
良
太
加
数
珠
）
は
持
た
な
い
。
前
者
は
珠
が
球
形
、

後
者
は
算
盤
の
よ
う
に
菱
形
で
あ
る
。
法
体
装
束
の
う
ち
鈍
色
と
法
服
は
丸
数
珠
。

そ
の
他
は
伊
良
太
加
数
珠
で
あ
る
。

珠
の
材
質
は
、
無む

く
ろ
じ

患
子
の
種
・
珊
瑚
・
水
晶
な
ど
が
あ
り
、
数
は
煩
悩
と
同
じ
百
八

個
が
正
式
。
そ
の
半
分
（
五
十
四
個
）
や
さ
ら
に
半
分
（
二
十
七
個
）
も
あ
っ
た
。
鈍

色
で
は
、
材
質
は
身
分
・
立
場
に
よ
ろ
う
が
（
水
晶
が
最
高
級
）、
数
は
正
式
の
百
八

個
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
い
で
袈
裟
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
椎
鈍
を
概
観
す
る
。

○
椎
鈍

『
法
体
装
束
抄
』
に
よ
れ
ば
、「
此
事
よ
く
〳
〵
尋
ぬ
れ
ば
、
鈍
色
に
お
な
じ
物

云
々
」、「
ど
ん
じ
き
に
お
な
じ
物
と
云
々
、
或
説
に
は
、
う
す
墨
の
織
色
の
鈍
色
を

い
ふ
な
り
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
鈍
色
と
椎
鈍
は
同
じ
法
体
装
束
。
一
説
に
よ
れ
ば
、

両
者
は
、
袍
・
裳
の
色
の
み
が
相
違
。
鈍
色
は
染
色
の
香
か
白
の
無
文
が
通
常
。
椎

鈍
は
織
色
の
薄
墨
。
織
色
で
あ
る
か
ら
有
文
で
あ
ろ
う
。

○
袈
裟

縫
い
つ
な
い
だ
細
長
い
生
地
複
数
筋
を
横
に
並
べ
て
縫
い
合
わ
せ
、
周
囲
に
縁
を

付
け
た
、法
体
を
象
徴
す
る
着
具
。
縫
い
つ
な
い
だ
細
長
い
生
地
を
甲こ

う

と
よ
ぶ
。『
法

体
装
束
抄
』
に
よ
れ
ば
、
五ご

じ
ょ
う帖

袈
裟
・
平ひ

ら

袈
裟
・
衲の

う

袈
裟
・
甲
袈
裟
が
み
え
る
。

そ
の
う
ち
五
帖
袈
裟
は
「
鈍
色
・
唐
裘
袋⑧
・
付
衣
・
衣
袴
等
に
常
に
こ
れ
を
か
く

る
な
り
」
と
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
、
平
袈
裟
は
「
法
服
の
時
懸
レ
之
」「
又
鈍
色
に
も

か
く
る
な
り
」、
衲
袈
裟
も
「
法
服
の
時
懸
レ
之
」、
甲
袈
裟
も
「
法
服
に
懸
レ
之
」
と

あ
る
。
つ
ま
り
平
袈
裟
・
衲
袈
裟
・
甲
袈
裟
は
法
服
用
。
平
袈
裟
は
鈍
色
に
も
使
用

し
、
五
帖
袈
裟
は
汎
用
性
の
あ
る
も
っ
と
も
一
般
的
な
袈
裟
で
あ
る
。
な
お
、
五
帖

袈
裟
は
五
条
袈
裟
と
も
。
以
下
、
引
用
を
除
い
て
五
条
袈
裟
と
表
記
。

五
条
袈
裟　

袈
裟
を
構
成
す
る
甲
一
筋
を
一
条
と
し
、
甲
五
筋
を
縫
合
し
て
い
る

た
め
に
五
条
袈
裟
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、「
帖
」
よ
り
も
「
条
」
の
表
記
が
相
応
し

い
。『

法
体
装
束
抄
』
に
よ
れ
ば
、「
裏
な
し
、
な
つ
・
ふ
ゆ
差
別
な
し
」
と
あ
る
。
ま

た
、
色
は
香
・
紫
・
白
・
薄
墨
。
材
質
・
着
用
身
分
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
あ
る
。

ま
ず
香
。

練
浮
織
物
、
又
堅
織
物
、
文
不
レ
同
、
せ
い
こ
う
の
染
色
、
凡
人
僧
正
懸
レ
之
、

大
納
言
入
道
は
ゆ
る
さ
れ
て
着
レ
之
、
織
物
は
法
皇
・
竹
園
・
摂
家
懸
二
給
之
一
、

凡
人
不
レ
懸
レ
之
、
室
町
殿
者
浮
織
物
有
二
御
懸
一
也
、
御
文
桐
唐
草
也
、

と
あ
る
。
浮
織
物
・
堅
織
物
（
固
織
物
つ
ま
り
綾
）
な
ど
の
織
物
（
有
文
）
は
、
法
皇
・
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竹
園
（
皇
族
）・
摂
家
・
室
町
殿
な
ど
の
貴
人
が
使
用
。
凡
人
は
不
使
用
。
凡
人
は
精

好
の
染
色
。
凡
人
と
い
っ
て
も
僧
正
と
勅
許
を
得
た
大
納
言
入
道
の
み
で
あ
る
。
つ

ま
り
香
は
限
定
さ
れ
た
身
分
の
み
が
使
用
し
た
。

つ
い
で
紫
。「
貴
人
僧
正
以
下
懸
レ
之
、
浮
織
物
貫
白
、
文
不
レ
同
、
但
綾
は
□
な
ど

懸
レ
之
歟
」と
あ
る
。
簡
略
な
記
述
で
欠
字
も
あ
っ
て
文
意
が
取
り
に
く
い
。
そ
こ
で

他
の
史
料
を
み
る
と
、『
法
中
衣
服
抄
』
に
「
織
物
の
五
帖
袈
裟
」
に
対
し
て
、

地
浅
黄
〈
文
白
〉、
或
地
紫
〈
文
白
〉、
紫
或
は
浅
黄
の
堅
文
は
、
出
世
・
僧
綱
・

諸
寺
住
侶
、
依
レ
官
掛
レ
之
、
紫
の
浮
文
は
、
院
家
・
華
族
の
僧
綱
な
ら
で
は
不
レ

掛
也
、

と
あ
る⑨
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
織
物
の
五
条
袈
裟
は
、
浅
黄
（
香
）
と
紫
の
緯
白
が
あ
り
、
そ

の
う
ち
堅
文
（
綾
）
は
、
出
世
（
公
卿
家
出
身
の
高
位
の
正
道
法
師
）・
僧
綱
・
諸
寺
住

侶
が
「
官
」
つ
ま
り
身
分
に
よ
り
使
用
。
紫
の
浮
文
（
浮
織
物
）
は
院
家
（
門
跡
）
と

華
族
（
清
華
）
出
身
の
僧
綱
の
み
が
使
用
。
こ
こ
に
香
の
浮
織
物
は
記
さ
れ
て
い
な
い

が
、「
紫
の
浮
文
は
、
院
家
・
華
族
の
僧
綱
な
ら
で
は
不
掛
也
」
は
、
院
家
・
華
族
は

紫
の
浮
織
物
だ
け
を
使
用
す
る
の
意
で
は
な
か
ろ
う
。

一
方
、『
法
体
装
束
抄
』
に
も
ど
る
と
、
香
に
緯
白
は
不
記
載
。
た
だ
し
、
鈍
色
で

の
考
察
に
よ
れ
ば
、
貴
人
は
そ
の
袍
・
裳
に
香
緯
白
を
使
用
し
た
か
ら
、
香
は
香
緯

白
も
含
む
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、精
好
が
染
色
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
の
は
、

浮
織
物
・
綾
に
は
緯
白
と
い
う
織
色
が
あ
る
こ
と
を
裏
で
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ

な
い
。
ま
た
、
紫
の
「
浮
織
物
貫
白
」
は
「
浮
織
物
の
貫
白
」
で
、「
綾
」
も
緯
白
を

含
む
の
で
あ
ろ
う
。

着
用
身
分
は
、『
法
中
衣
服
抄
』
は
、
法
皇
・
室
町
殿
・
入
道
の
記
述
は
な
く
正
道

法
師
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
点
は
、
香
に
法
皇
・
室
町
殿
・
入
道
の
記
述
が
あ
る
『
法

体
装
束
抄
』
と
相
違
す
る
。
た
だ
し
、
紫
は
『
法
体
装
束
抄
』
で
も
「
貴
人
僧
正
以

下
」
と
あ
り
、
正
道
法
師
だ
け
と
考
え
ら
れ
る
。
問
題
は
、
紫
使
用
の
身
分
的
下
限

で
あ
る
が
、『
法
中
衣
服
抄
』
と
合
わ
せ
れ
ば
、
僧
綱
・
諸
寺
住
侶
と
な
る
。
ま
た
、

『
法
体
装
束
抄
』
の
欠
字
は
『
大
日
本
仏
教
全
書
』
に
よ
れ
ば
「
凡
」。
こ
れ
が
正
道

法
師
で
あ
れ
ば
凡
人
僧
正
（
僧
綱
）
あ
る
い
は
凡
僧
の
ど
ち
ら
か
と
な
る
が
、『
法
中

衣
服
抄
』
と
合
わ
せ
れ
ば
、
凡
人
僧
正
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
紫
も
香
同
様
に
限
定
さ
れ
た
身
分
の
み
が
使
用
し
た
。　

つ
い
で
白
。『
法
体
装
束
抄
』
に
よ
れ
ば
「
薄
物
・
せ
い
か
う
、
貴
賤
懸
レ
之
」
と

あ
る
。
こ
の
薄
物
に
は
貴
人
使
用
の
有
文
も
含
ま
れ
よ
う
。

つ
い
で
薄
墨
。「
有
文
薄
物
・
織
物
同
レ
前
、
綾
并
平
絹
生
等
付
重
も
あ
り
」
と
あ

る
。
こ
れ
も
簡
略
な
記
述
で
分
か
り
に
く
い
が
、「
織
物
」
は
「
綾
」
も
み
え
る
か
ら

こ
こ
は
浮
織
物
の
こ
と
か
。「
同
前
」
は
、香
と
同
じ
く
貴
人
が
使
用
す
る
の
意
で
あ

ろ
う
か
。「
付
重
」
は
、『
大
日
本
仏
教
全
書
』
に
よ
れ
ば
「
付
色
」。
綾
や
平
絹
の
生

は
染
色
も
あ
る
の
意
か
。
と
す
れ
ば
、有
文
薄
物
や
浮
織
物
に
は
織
色
も
あ
っ
た
か
。

平
袈
裟　
『
法
体
装
束
抄
』
に
よ
れ
ば
、「
裏
は
な
き
な
り
、
綴
も
甲
も
一
色
の
物

也
、
七
帖
歟
」
と
あ
る
。
五
条
袈
裟
と
同
じ
く
一
重
。
甲
七
筋
の
七
条
で
あ
る
。
ま

た
、「
綴つ

づ
り」

も
甲
も
「
一
色
の
物
」（
共
裂
）
で
仕
立
て
た
。「
綴
」
は
、『
法
中
衣
服

抄
』
に
よ
れ
ば
、

金
襴
・
錦
・
綾
な
ど
に
て
一
色
に
縫
へ
る
を
ば
平
袈
裟
と
申
し
、
金
襴
・
錦
・

綾
な
ど
縫
ま
せ
た
る
を
ば
つ
ゝ
り
と
申
す
也
、

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
全
体
を
共
裂
で
仕
立
て
た
の
が
平
袈
裟
。
色
々
な
材
質

を
縫
い
交
ぜ
た
の
が
綴
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
『
法
体
装
束
抄
』

の
「
綴
」
に
は
明
ら
か
に
当
て
は
ま
ら
な
い
。

こ
れ
に
対
し
、『
法
中
装
束
抄⑩
』
に
よ
れ
ば
、「
綴
」
は
縁
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
『
法
中
装
束
抄
』
は
法
体
装
束
に
つ
い
て
問
答
形
式
で
記
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
「
紫
甲
・
青
甲
事
」
に
、「
紫
甲
ハ
其
体
如
何
、
誰
人
着
用
乎
」
と
い
う
問
い
に

対
し
て
次
の
よ
う
に
回
答
す
る
。

地
ハ
紫
ノ
綾
・
有
文
、
ヘ
リ
ハ
黒
色
ノ
綾
等
常
事
也
、（
中
略
）
青
甲
ハ
地
青
ク
、
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ヘ
リ
又
黒
色
等
如
二
紫
甲
一
、（
中
略
）
平
袈
裟
ハ
地
モ
ヘ
リ
モ
同
ジ
、
文
同
色
。

甲
袈
裟
ハ
ヘ
リ
ノ
色
ヲ
黒
ク
シ
テ
、
文
モ
又
替
タ
ル
、（
中
略
）
甲
袈
裟
ニ
可
二

混
乱
一
者
哉
、
可
二
分
別
一
也
、

平
袈
裟
と
甲
袈
裟
の
相
違
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
地
」（
甲
）
と
「
へ
り
」（
縁
）
は

と
も
に
有
文
。
両
者
が
共
裂
が
平
袈
裟
。
縁
が
黒
、甲
は
そ
れ
と
異
色
（
紫
や
青
）
で
、

文
様
も
相
違
す
る
の
が
甲
袈
裟
と
い
う
。
こ
れ
は
『
法
体
装
束
抄
』
の
記
述
に
合
い
、

「
綴
」
は
縁
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

平
袈
裟
の
色
・
材
質
は
、『
法
体
装
束
抄
』
に
よ
れ
ば
、
香
織
物
・
白
織
物
・
白
生

平
絹
・
薄
墨
布
が
あ
る
。
香
織
物
は
「
浮
・
堅
、
文
不
レ
同
、
僧
正
以
上
懸
レ
之
」、
白

織
物
は
「
浮
・
堅
、
文
不
レ
同
、
可
レ
然
人
懸
レ
之
、
常
に
は
不
レ
懸
レ
之
歟
」
と
あ
る
。

と
も
に
高
位
者
の
使
用
で
あ
る
が
、
両
者
は
着
用
身
分
が
相
違
し
、
特
に
白
織
物
は

ご
く
限
定
さ
れ
た
身
分
で
の
使
用
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
白
生
平
絹
は
「
貴
賤
懸
レ

之
」
と
あ
る
。
ま
た
薄
墨
布
は
「
法
服
之
時
懸
レ
之
」
と
あ
り
、
鈍
色
で
は
不
使
用
。

着
用
身
分
は
不
記
載
だ
が
、
白
生
平
絹
と
同
様
で
あ
ろ
う
。

衲
袈
裟　
『
法
体
装
束
抄
』
に
よ
れ
ば
、「
甲
も
綴
も
色
々
不
レ
同
、
又
綾
・
織
物
、

文
等
不
レ
同
也
、
九
條
歟
」
と
あ
る
。
色
・
材
質
・
文
様
は
甲
・
綴
（
縁
）
と
も
に

様
々
で
九
条
。
ま
た
、
各
部
の
寸
法
を
記
載
し
た
な
か
に
「
裏
一
丈
九
尺
六
寸
」
の

記
述
も
あ
り
、
袷
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
九
条
で
袷
で
あ
る
こ
と
が
衲
袈
裟
の

構
造
的
特
徴
と
な
る
。

甲
袈
裟　

こ
れ
は
前
掲
『
法
中
装
束
抄
』
で
既
述
し
た
。『
法
体
装
束
抄
』
に
よ
れ

ば
、「
丈
数
も
懸
様
も
平
袈
裟
に
お
な
じ
」
と
あ
り
、
平
袈
裟
と
の
相
違
点
は
材
質
だ

け
で
あ
る
。
ま
た
、
紫
甲
・
青
甲
の
ほ
か
に
香
甲
・
櫨
甲
も
み
え
る
。

三
、
法
服

○
法
服　

法
服
は
、『
法
体
装
束
抄
』
で
は
付
衣
の
次
に
記
さ
れ
、
筆
頭
に
記
さ
れ
て
い
る
鈍

色
よ
り
も
格
の
低
い
法
体
装
束
か
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
し
か
し
、
法
服
こ
そ

最
正
装
の
法
体
装
束
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、応
永
二
十
七
年
（
一
四
二
〇
）
に
成
立
し

た
恵
命
院
宣
守
の
『
海
人
藻
芥
』「
僧
俗
装
束
相
当
之
事
」
に
、「
法
服
ハ
俗
ノ
束
帯

也
、
裘
代
ハ
俗
ノ
直
衣
也
、
鈍
色
ハ
俗
ノ
狩
衣
也
、
衣
ハ
俗
ノ
直
垂
也
」
と
あ
り⑪
、

法
服
を
天
皇
以
下
男
子
の
最
正
装
で
あ
る
束
帯
に
相
当
さ
せ
て
い
る
点
か
ら
も
わ
か

る
。法

体
の
最
正
装
で
あ
る
法
服
が
、『
法
体
装
束
抄
』
で
は
筆
頭
に
記
さ
れ
ず
、
鈍
色

が
筆
頭
な
の
は
、
当
時
は
鈍
色
が
法
体
の
正
装
と
し
て
一
般
化
さ
れ
、
法
服
が
特
別

な
法
会
等
の
限
ら
れ
た
機
会
に
し
か
着
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
れ

は
、
室
町
時
代
に
な
る
と
、
束
帯
が
節
会
な
ど
の
特
別
な
行
事
で
の
み
着
用
さ
れ
、

日
常
の
参
内
は
衣
冠
が
一
般
化
す
る
現
象
と
軌
を
一
に
す
る
。

事
実
、中
山
忠
親
の
『
薩
戒
記
』
応
永
三
十
二
年
（
一
四
二
五
）
十
二
月
二
十
七
日

条
に
、
花
頂
僧
正
定
助
の
意
見
と
し
て
、

近
日
法
体
人
々
〈
一
位
入
道
已
下
〉
参
内
之
時
着
二
衣
袴
一
事
、
尤
不
レ
可
レ
然
事

也
、
於
二
衣
袴
一
者
可
レ
准
二
狩
衣
一
事
也
、
参
内
之
時
鈍
色
・
法
服
・
裘
代
等
可
レ

着
事
也
、

と
み
え
、
ま
た
同
翌
年
正
月
一
日
条
に
も
後
小
松
上
皇
の
意
見
と
し
て
、

凡
参
内
不
二
打
任
一
事
也
、
然
而
入
道
殿
有
レ
命
、
不
レ
能
二
左
右
一
、
随
而
時
服
事

可
レ
為
二
鈍
色
一
、
若
又
於
下
被
レ
聴
二
裘
袋
一
輩
上
者
、
可
レ
為
二
裘
代
一
歟
、
而
当
時

人
々
衣
袴
之
外
無
二
其
儲
一
、
尋
常
参
内
之
時
着
レ
之
、
猶
不
レ
可
レ
然
、
況
於
二
元

三
参
内
一
哉
、
於
二
衣
袴
一
者
准
二
布
衣
一
之
物
也
、
然
而
如
レ
此
沙
汰
無
益
之
由
、

有
二
入
道
殿
命
一
、
雖
レ
不
レ
及
二
左
右
一
、
正
元
参
内
猶
可
レ
有
二
猶
予
一
事
歟
、

と
み
え
る
。

当
時
、
衣
袴
が
な
し
崩
し
的
に
法
体
の
参
内
装
束
と
な
っ
た
状
況
と
と
も
に
、
勅

許
を
得
た
者
は
裘
代
（
裘
袋
）
で
参
内
し
た
が
、
規
定
の
参
内
装
束
は
鈍
色
で
あ
り
、
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鈍
色
が
法
体
に
と
っ
て
の
一
般
的
な
正
装
と
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
前
者

の
「
鈍
色
法
服
」
は
、
鈍
色
と
法
服
の
意
と
し
た
が
、「
鈍
色
の
法
服
」
と
読
み
、
鈍

色
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

と
は
い
え
、
法
服
と
鈍
色
に
は
共
通
点
が
多
い
。
た
と
え
ば
法
服
の
上
着
も
袍
と

い
い
、
ま
た
同
じ
く
裳
を
着
用
し
、
袍
・
裳
の
構
造
は
鈍
色
と
ま
っ
た
く
同
様
で
あ

る
。
こ
れ
は
『
法
体
装
束
抄
』
に
も
、「
丈
数
・
下
具
等
鈍
色
に
お
な
じ
、
縫
様
同

前
、
夏
・
冬
あ
り
」
と
あ
る
。

ま
た
、
鈍
色
の
袴
は
、『
法
体
装
束
抄
』
に
よ
れ
ば
、
構
成
要
素
の
な
か
で
大
口
・

表
袴
を
掲
げ
た
後
に
、「
指
貫
を
も
鈍
色
に
着
用
あ
り
、
白
下
袴
な
り
」
と
あ
る
。
つ

ま
り
鈍
色
の
袴
は
大
口
・
表
袴
が
正
式
で
、
指
貫
・
下
袴
も
あ
り
得
る
と
い
う
理
解

で
あ
る
。

し
か
し
、
本
来
は
大
口
・
表
袴
は
法
服
限
定
で
、
鈍
色
は
下
袴
と
指
貫
が
原
則
で

あ
る
。
鈍
色
に
指
貫
着
用
が
本
来
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
や
は
り
『
海
人
藻
芥
』
に
前

掲
引
用
に
続
い
て
、

俗
人
ハ
直
衣
并
狩
衣
時
ハ
下
ニ
ハ
令
レ
着
二
用
指
貫
一
、
僧
中
裘
代
并
鈍
色
ノ
下

ニ
ハ
尤
令
レ
着
二
用
指
貫
一
之
処
、
慈
鎮
和
尚
申
二
公
家
一
被
レ
止
レ
之
云
々
、
当
時

坊
官
以
下
三
綱
・
世
間
法
師
ハ
鈍
色
等
之
下
ニ
ハ
用
二
指
貫
一
也
、

と
み
え
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
下
袴
の
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
下
袴
は
指

貫
に
対
応
す
る
肌
袴
で
あ
り
、
指
貫
な
ら
ば
肌
袴
は
下
袴
が
原
則
で
あ
る
。
ま
た
、

履
き
物
は
、
法
服
は
襪
・
鼻
高
の
み
。
鈍
色
の
よ
う
に
、
素
足
に
藁
沓
や
草
履
類
は

な
い
。

さ
ら
に
法
服
と
鈍
色
の
相
違
点
と
し
て
、
袍
・
裳
の
色
・
材
質
、
衲
袈
裟
ま
た
は

甲
袈
裟
と
横お

う
ひ被

の
使
用
が
あ
り
、
平
袈
裟
も
、
鈍
色
で
も
使
用
す
る
が
法
服
で
の
使

用
が
本
来
で
あ
る
。
袈
裟
に
つ
い
て
は
す
で
に
概
観
し
た
の
で
、
袍
・
裳
の
色
と
材

質
、
着
用
身
分
、
横
被
に
つ
い
て
概
観
す
る
。

袍
・
裳　
『
法
体
装
束
抄
』
に
よ
れ
ば
、
赤
色
袍
・
裳
、
香
袍
・
裳
、
黒
袍
・
裳
、

薄
墨
布
袍
・
裳
が
あ
る
。

赤
色
袍
・
裳
は
、「
文
小
葵
、
浮
織
物
・
か
た
織
物
、
裏
あ
り
、
裳
に
は
裏
な
し
、

夏
は
薄
物
、
文
同
レ
冬
」
と
あ
る
。
材
質
は
冬
・
夏
で
分
か
れ
、
冬
は
小
葵
文
様
の
浮

織
物
か
綾
。
袍
は
袷
。
裳
は
一
重
。
夏
は
同
文
様
の
薄
物
。
着
用
身
分
は
「
法
皇
・

竹
園
・
貴
人
晴
之
時
着
二
給
之
一
」
と
あ
る
。

ま
た
、「
打
裳
、
貴
人
晴
之
時
着
二
給
之
一
、
色
并
文
等
同
二
御
袍
一
、
夏
も
有
レ
裏
、

又
冬
も
裏
な
し
」
と
あ
る
。
貴
人
の
晴
で
は
打
裳
も
着
用
し
、
色
・
文
様
は
袍
同
様

で
、
季
節
不
問
で
袷
と
一
重
の
両
様
が
あ
っ
た
。

香
袍
・
裳
は
、「
冬
は
練
堅
織
物
、
文
不
レ
同
、
裏
あ
り
、
法
皇
は
御
文
菊
八
葉
な

ど
も
御
用
あ
り
、
夏
は
薄
物
、
文
不
レ
同
」
と
あ
る
。
赤
色
袍
・
裳
と
の
相
違
点
は
、

浮
織
物
を
使
用
し
な
い
点
と
文
様
で
あ
る
。
着
用
身
分
は
「
僧
正
以
上
貴
賤
着
レ
之
」

と
あ
る
。
赤
色
袍
・
裳
と
対
比
す
る
と
、
そ
の
範
囲
は
僧
正
に
ま
で
拡
大
。
僧
正
は

貴
人
出
身
者
だ
け
で
な
く
、
凡
人
出
身
者
も
い
た
。「
貴
賤
」
と
は
そ
の
意
で
あ
ろ

う
。黒

袍
・
裳
は
、「
冬
は
綾
、
裏
あ
り
、
色
ふ
し
か
ね
ぞ
め
、
夏
は
薄
物
、
文
不
レ
同
」

と
あ
る
。
香
袍
・
裳
と
の
相
違
点
は
色
の
み
。
色
は
五
倍
子
鉄
漿
染
で
あ
る
。
着
用

身
分
は
「
貴
賤
着
レ
之
」
と
あ
る
。
な
お
、
香
袍
・
裳
と
と
も
に
、
記
載
は
な
い
が
、

赤
色
袍
・
裳
と
同
じ
く
、
裳
は
一
重
で
あ
ろ
う
。

薄
墨
布
袍
・
裳
は
、「
両
面
夏
冬
無
二
差
別
一
、
表
袴
面
薄
墨
平
絹
な
り
、
此
外
下
具

は
常
の
法
服
に
お
な
じ
」
と
あ
る⑫
。「
両
面
夏
冬
無
差
別
」
は
、「
両
面
」
が
不
明
だ

が
、
布
製
の
着
衣
は
一
重
が
原
則
で
あ
る
か
ら
、
袍
・
裳
と
も
季
節
不
問
で
一
重
の

意
か
。
ま
た
、
表
袴
の
表
地
は
、
束
帯
・
法
体
装
束
と
も
に
、
有
文
・
無
文
の
区
別

な
く
白
が
原
則
だ
が
、
法
服
の
薄
墨
布
袍
・
裳
で
は
薄
墨
平
絹
と
な
る
。
そ
れ
以
外

の
下
着
は
通
常
の
法
服
同
様
と
い
う
。
着
用
身
分
は
「
受
戒
の
人
、
又
は
如
法
経
導

師
等
着
レ
之
歟
」
と
あ
る
。「
受
戒
の
人
」（
出
家
し
て
受
戒
を
受
け
る
人
）
と
、「
如
法

経
導
師
」（
如
法
経
会
導
師
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
身
分
で
は
な
く
、
厳
粛
さ
を
必
要
と
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す
る
ご
く
限
ら
れ
た
機
会
で
の
着
用
で
あ
る
。

横
被　

甲
一
条
に
縁
を
付
け
た
細
長
い
長
方
形
の
着
具
。
法
服
に
の
み
使
用
。
言

い
換
え
れ
ば
、
七
条
袈
裟
で
あ
る
平
袈
裟
・
甲
袈
裟
ま
た
は
九
条
袈
裟
で
あ
る
衲
袈

裟
と
一
対
の
着
具
。
着
用
法
は
、袈
裟
が
左
肩
か
ら
右
脇
下
に
着
用
す
る
の
に
対
し
、

『
法
体
装
束
抄
』
に
よ
れ
ば
、
付
属
の
小
緒
を
帯
の
左
腰
に
結
び
付
け
、
背
後
か
ら
右

肩
に
懸
け
た
。
な
お
、
背
後
は
袈
裟
の
中
に
入
れ
、
正
面
は
袈
裟
の
う
え
に
垂
ら
し

た⑬
。
色
・
材
質
は
、『
法
体
装
束
抄
』
に
よ
れ
ば
、「
色
・
綴
様
は
け
さ
に
し
た
が
ひ

て
お
な
じ
や
う
に
あ
る
べ
し
」
と
あ
り
、
色
・「
綴
様
」（
こ
こ
は
縫
い
方
か
）
は
袈
裟

に
準
じ
た
。
甲
袈
裟
の
時
も
「
横
被
又
け
さ
の
色
に
し
た
が
ふ
べ
し
」
と
あ
る
。

四
、
裘
袋
・
指
狩
・
付
衣
・
衣
袴
・
直
綴

○
裘
袋

裘
袋
は
、『
法
体
装
束
抄
』
の
目
録
に
は
「
裘
帯
」
と
も
あ
る
が
、
と
も
に
裘
代
の

音
通
。
前
掲
『
薩
戒
記
』
で
も
「
裘
代
」
と
あ
っ
た
。
以
下
、
引
用
を
除
い
て
裘
代

と
表
記
。
こ
の
裘
代
は
、『
法
体
装
束
抄
』
だ
け
で
な
く
、『
僧
服
集
要
』
所
収
の
『
法

中
装
束
抄
』
に
着
用
身
分
と
色
・
材
質
に
つ
い
て
の
詳
し
い
記
事
が
あ
り
、『
法
体
装

束
抄
』
の
記
述
を
補
え
る
の
で
合
わ
せ
て
概
観
す
る
。

ま
ず
着
用
身
分
。『
法
体
装
束
抄
』
に
よ
れ
ば
、

凡
上
さ
ま
ば
か
り
め
さ
る
ゝ
も
の
な
り
、
大
納
言
入
道
ま
で
は
ゆ
り
て
着
用
参

内
す
と
也
、
僧
正
又
同
也
、
是
以
下
人
不
レ
着
レ
之
歟
、

と
あ
る
。
一
方
、『
僧
服
集
要
』
所
収
『
法
中
装
束
抄
』
に
よ
れ
ば
、

裘
袋
、
法
皇
・
法
親
王
常
著
、
御
僧
綱
之
中
両
三
輩
被
レ
聴
之
後
著
レ
之
、
御
持

僧
者
依
二
別
勅
一
著
レ
之
、
大
臣
落
飾
之
後
又
如
レ
此
、
大
納
言
已
下
公
卿
之
人
、

入
道
者
、
後
蒙
二
勅
免
一
而
著
用
也
、
如
二
直
衣
一
規
模
之
事
也
、

と
あ
る⑭
。

両
者
で
や
や
相
違
す
る
が
、「
上
さ
ま
」
は
「
法
皇
・
法
親
王
」、「
僧
正
」
は
「
御

僧
綱
之
中
両
三
輩
」
に
相
当
し
、
法
皇
・
法
親
王
以
外
の
裘
代
の
着
用
は
勅
許
が
必

要
な
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
勅
許
が
下
り
る
範
囲
は
、
僧
正
と
御
持
僧
お
よ
び
公

卿
以
上
（『
法
体
装
束
抄
』
は
大
納
言
以
上
）
の
入
道
で
あ
る
。『
法
体
装
束
抄
』
に
は
足

利
義
満
着
用
の
例
が
二
例
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
室
町
殿
の
着
用
も
公
卿
以
上
の
入

道
に
準
じ
る
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
裘
代
は
限
定
さ
れ
た
身
分
が
着
用
し
た
法
体
装

束
で
あ
り
、
逆
に
こ
の
裘
代
を
勅
許
さ
れ
た
身
分
が
、
前
掲
『
薩
戒
記
』
で
み
た
よ

う
に
、
裘
代
で
参
内
で
き
た
。

か
か
る
裘
代
の
法
体
装
束
に
お
け
る
位
置
は
、
前
掲
『
海
人
藻
芥
』
で
裘
代
を
直

衣
に
相
当
さ
せ
、『
法
中
装
束
抄
』
に
も
「
如
直
衣
規
模
之
事
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、

公
家
男
子
装
束
に
お
け
る
直
衣
の
位
置
に
対
応
す
る
。
直
衣
も
上
皇
・
皇
族
・
公
卿
・

公
達
と
い
っ
た
限
ら
れ
た
身
分
が
着
用
し
、
か
つ
直
衣
で
の
参
内
は
通
常
は
で
き
な

い
が
、
雑
袍
勅
許
を
得
た
一
部
の
公
卿
は
冠
直
衣
で
の
参
内
が
可
能
で
あ
っ
た⑮
。

つ
い
で
裘
代
の
構
成
要
素
は
、『
法
体
装
束
抄
』
に
よ
れ
ば
、
鈍
色
の
よ
う
に
網
羅

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
鈍
色
と
の
相
違
点
を
要
約
す
れ
ば
、
裘
代
の
着
用
。

下
袴
・
指
貫
を
着
用
す
る
一
方
で
指
狩
も
着
用
す
る
点
。
裳
を
着
用
し
な
い
点
な
ど

で
あ
る
。
ほ
か
は
鈍
色
と
ほ
ぼ
同
様
だ
が
、
指
狩
を
着
用
し
た
場
合
は
下
着
の
着
装

法
が
変
化
し
た
。
以
下
、
裘
代
と
指
狩
を
概
観
す
る
。

裘
代　

構
造
は
、
身
二
幅
・
広
袖
一
幅
半
・
垂
領
（
僧
綱
襟
）・
闕け

っ
て
き腋

・
裾
長
・
有う

ら
ん襴

で
あ
る
。
こ
れ
は
『
法
体
装
束
抄
』
に
よ
れ
ば
「
ぬ
い
や
う
付
衣
に
同
じ
」
と
あ
る
。

闕
腋
・
裾
長
・
有
襴
で
あ
る
点
が
、
法
服
・
鈍
色
の
袍
と
は
相
違
す
る
。

こ
の
う
ち
有
襴
は
、
裾
に
襴
と
よ
ぶ
横
裂
を
付
け
た
も
の
を
い
う
。
公
家
男
子
装

束
で
は
、
束
帯
の
縫
腋
位い

袍ほ
う

や
布
袴
・
衣
冠
の
位
袍
、
雑
袍
（
直
衣
）・
小
直
衣
が
有

襴
で
あ
る
。
縫
腋
位
袍
と
布
袴
・
衣
冠
の
位
袍
お
よ
び
雑
袍
は
縫
腋
・
対
丈
。
縫
腋
・

対
丈
の
上
着
は
有
襴
が
原
則
で
あ
る
。

縫
腋
・
対
丈
の
上
着
は
袴
の
上
に
着
用
す
る
た
め
、
襴
が
な
い
と
窮
屈
で
足
裁
き
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が
阻
害
さ
れ
る
。
襴
は
足
裁
き
を
良
く
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

本
来
の
襴
は
左
右
と
背
後
に
寄
襞
を
入
れ
た
。
し
か
し
、
公
家
男
子
装
束
の
襴
は
原

則
的
に
寄
襞
は
な
く
、
左
右
の
寄
襞
に
相
当
す
る
部
分
を
外
に
引
き
出
し
、
襴
の
左

右
両
端
が
身
幅
よ
り
も
飛
び
出
し
た
構
造
で
あ
る
。
こ
の
襴
の
身
幅
よ
り
飛
び
出
し

た
部
分
を
蟻あ

り

先さ
き

と
い
い
、
一
方
、
本
来
の
寄
襞
を
入
れ
た
襴
を
入に

ゅ
ら
ん襴

と
い
う
。

裘
代
は
入
襴
で
あ
り
、
俗
体
装
束
で
は
束
帯
の
縫
腋
位
袍
の
前
身
で
あ
る
奈
良
時

代
の
朝
服
の
縫
腋
位
袍
や
、
大
弁
や
検
非
違
使
別
当
着
用
の
束
帯
の
縫
腋
位
袍
が
入

襴
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
俗
体
装
束
の
う
ち
水
干
や
武
家
装
束
の
よ
う
に
、
足
裁
き
を
ま
っ

た
く
考
慮
す
る
必
要
の
な
い
腰
丈
の
上
着
は
も
ち
ろ
ん
、
対
丈
で
も
束
帯
の
闕
腋
位

袍
や
狩
衣
の
よ
う
に
闕
腋
の
上
着
は
無
襴
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
闕
腋
は
足
裁
き
を
良

く
す
る
た
め
の
処
置
。
そ
の
う
え
に
襴
は
不
必
要
で
あ
る
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
闕

腋
・
対
丈
の
小
直
衣
や
、
闕
腋
・
裾
長
の
裘
代
が
有
襴
で
あ
る
の
は
特
異
で
あ
る
。

な
お
、『
法
体
装
束
抄
』
で
は
、
裘
代
の
着
装
法
の
な
か
で
「
御
裳
を
と
り
に
が
め

て
、
ま
へ
へ
を
し
や
る
な
り
、
直
衣
の
襴
の
ご
と
し
」
と
、「
御
裳
」
の
扱
い
を
解
説

す
る
（「
御
」
は
義
満
へ
の
着
装
を
想
定
し
て
い
る
た
め
）。
こ
の
裳
は
「
直
衣
の
襴
の
ご

と
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
襴
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
、
上
着
と
は
独
立
し
た
法
服
・

鈍
色
の
裳
と
混
同
す
る
と
、
裘
代
の
構
造
を
読
み
誤
る
。

ち
な
み
に
、
裘
代
が
裳
を
着
用
し
な
い
の
は
、
上
着
が
裾
長
・
有
襴
の
た
め
に
裳

を
着
用
し
て
も
す
べ
て
上
着
に
隠
れ
て
し
ま
う
た
め
で
あ
り
、
襴
が
裳
に
置
き
換
え

ら
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

つ
い
で
裘
代
の
材
質
は
、『
法
体
装
束
抄
』
に
よ
れ
ば
、

し
ゞ
ら
綾
・
の
し
め
綾
、
又
平
絹
、
俗
の
直
衣
の
調
様
也
、
文
法
皇
・
竹
園
は
菊

八
葉
、
其
外
は
家
々
文
不
レ
同
、
白
裏
あ
り
〈
若
人
裏
色
〉、（
中
略
）
夏
は
裘
袋
を

不
レ
着
二
用
之
一
云
々
、
又
夏
も
冬
を
通
二
用
之
一
、
別
に
す
ゞ
し
は
な
き
な
り
、

と
あ
る
。

袷
で
あ
り
、
表
地
は
縅
綾
・
熨
斗
目
綾
や
平
絹
。「
俗
の
直
衣
の
調
様
」
と
い
う
。

裏
地
は
、
色
は
白
。
若
年
は
色
付
。
材
質
は
不
記
載
だ
が
、
平
絹
で
あ
ろ
う
。
文
様

は
、
法
皇
・
竹
園
は
菊
八
葉
文
様
。
そ
れ
以
外
は
出
自
の
家
々
で
文
様
は
不
定
。
な

お
、
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
平
絹
な
ら
ば
無
文
。
ま
た
、
夏
は
裘
代
を
着
用
せ
ず
、

着
用
す
る
場
合
は
冬
と
同
じ
。
つ
ま
り
袷
。
生
絹
も
用
い
な
い
。

こ
れ
に
対
し
、『
法
中
装
束
抄
』
に
よ
れ
ば
、「
面
織
物
・
綾
、
色
香
・
紫
、
裏
平

絹
同
色
、
或
裏
無
端
折
、
縫
多
、
夏
季
著
二
裏
無
一
」
と
あ
る
。
や
は
り
袷
だ
が
、
表

地
は
「
織
物
」（
浮
織
物
）
か
綾
。
色
は
香
か
紫
。
文
様
は
不
記
載
。
裏
地
は
、
材
質

は
平
絹
。「
同
色
」
は
表
地
の
香
ま
た
は
紫
に
合
わ
せ
る
と
い
う
意
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
一
重
も
あ
り
、
そ
の
場
合
は
「
端
折
」
っ
た
。
一
重
の
場
合
、
袖
口
・
襟
元
・

褄
・
裾
な
ど
の
生
地
の
縁
に
当
た
る
部
分
は
そ
の
ま
ま
で
は
ほ
つ
れ
る
。
そ
こ
で
、

小
さ
く
折
っ
て
縫
い
込
ん
だ
り
、
糊
を
付
け
て
丸
め
た
。
こ
れ
を
端
折
ま
た
は
捻
と

い
う
。
か
か
る
「
裏
無
」
は
夏
に
着
用
し
た
。「
縫
多
」
は
不
明
。

両
者
に
は
相
違
点
が
多
い
。
表
地
は
、『
法
中
装
束
抄
』
の
「
綾
」
が
縅
綾
や
熨
斗

目
綾
で
あ
る
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
、
綾
を
用
い
る
点
は
共
通
す
る
。
し
か
し
、
平

絹
と
浮
織
物
は
相
違
。
ま
た
、
色
は
『
法
中
装
束
抄
』
に
の
み
み
え
る
。
も
っ
と
も

『
法
体
装
束
抄
』も
法
皇
着
用
の
香
織
物
の
裘
代
の
例
を
記
す
。
裏
地
の
色
は
両
者
で

相
違
。
さ
ら
に
『
法
体
装
束
抄
』
に
よ
れ
ば
夏
用
の
裘
代
は
な
い
が
、『
法
中
装
束

抄
』
に
よ
れ
ば
、
夏
は
一
重
の
裘
代
で
あ
る
。

か
か
る
相
違
が
生
じ
る
の
も
、
裘
代
が
限
ら
れ
た
身
分
が
使
用
す
る
た
め
に
、
そ

こ
に
着
用
者
本
人
の
嗜
好
に
よ
る
恣
意
的
な
要
素
が
加
わ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

○
指
狩

構
造
は
、『
法
体
装
束
抄
』
に
よ
れ
ば
、「
六
の
の
も
の
な
り
」、「
ぬ
い
よ
う
浄
衣

の
袴
に
同
じ
、（
中
略
）
あ
し
く
び
く
ゝ
り
を
ゆ
ひ
す
へ
て
着
す
」
と
あ
り
、
浄じ

ょ
う
え衣

の

袴
と
同
様
。
そ
れ
は
襖お

う
こ袴

と
い
い
、
六む

の幅
・
裾
長
・
腰
二
本
の
括

く
く
り
ば
か
ま

袴
で
あ
る
。

色
・
材
質
は
、「
白
・
薄
墨
、
地
綾
〈
色
〉
又
平
絹
〈
練
・
生
〉、
裏
あ
り
、
色
面
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に
し
た
が
ふ
な
り
」
と
あ
る
。
袷
。
表
地
は
白
か
薄
墨
の
綾
（「
色
」
は
不
明
）
か
平

絹
（「
地
」
は
、『
大
日
本
仏
教
全
書
』
で
は
「
面
」）。
裏
地
は
、
色
は
表
地
に
合
わ
せ
、

材
質
は
平
絹
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、『
法
体
装
束
抄
』
に
よ
れ
ば
、
裘
代
に
下
袴
・
指
貫
を
着
用
し
た
場
合
は
、

「
あ
こ
め
以
下
な
に
に
て
も
、
下
具
は
指
貫
下
、
し
た
の
は
か
ま
の
上
に
入
べ
し
」
と

あ
り
、袙
以
下
の
下
着
は
下
袴
の
上
に
着
用
し
て
指
貫
に
着
込
め
た
。
こ
れ
に
対
し
、

指
狩
着
用
の
場
合
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
み
え
る
。

下
の
袴
な
し
、（
中
略
）
大
口
を
も
着
せ
ず
、
裘
袋
・
付
衣
に
此
さ
し
か
り
を
着

す
る
時
は
、
長
大
帷
な
り
、
下
具
は
み
な
さ
し
か
り
の
上
に
あ
る
べ
し
、

指
狩
は
下
袴
・
大
口
な
ど
の
肌
袴
は
着
用
せ
ず
、
大
帷
を
長
大
帷
に
替
え
、
肌
・

下
着
は
す
べ
て
指
狩
の
上
に
着
用
し
た
。
な
お
、
こ
の
大
口
は
、
襖
袴
の
肌
袴
と
も

な
る
腰
二
本
の
大
口
で
あ
る
。

さ
ら
に
『
法
体
装
束
抄
』
に
よ
れ
ば
、

此
指
狩
は
青
蓮
院
門
跡
久
々
着
レ
之
、
他
門
跡
は
着
せ
ず
、（
中
略
）
室
町
殿
は

さ
し
か
り
を
よ
し
と
て
、
さ
い
〳
〵
御
出
な
ど
の
時
、
御
裘
袋
・
御
付
衣
に
め

さ
る
ゝ
な
り
、
し
ゞ
ら
〈
又
の
し
め
〉
綾
、
文
藤
丸
、
只
調
様
指
貫
の
ご
と
し
、

と
あ
る
。
指
狩
は
青
蓮
院
門
跡
を
除
い
て
門
跡
は
着
用
せ
ず
、
義
満
は
好
ん
で
裘
代

や
付
衣
で
よ
く
着
用
。
そ
の
材
質
は
縅
綾
や
熨
斗
目
綾
。
文
様
は
八
藤
丸
文
様
。「
只

調
様
指
貫
の
ご
と
し
」
と
あ
る
。

○
付
衣

『
法
体
装
束
抄
』
に
よ
れ
ば
、「
無
レ
裏
、（
中
略
）
く
び
た
ち
た
る
裳
付
衣
の
事
」
と

あ
る
。
一
重
で
、「
く
び
た
ち
た
る
」
は
僧
綱
襟
が
あ
る
こ
と
を
い
い
、
付
衣
は
裳
付

衣
の
略
称
で
あ
る
。
構
造
は
、
既
述
の
よ
う
に
裘
代
同
様
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
裳

も
や
は
り
襴
。
裳
付
衣
は
有
襴
衣
と
同
義
で
あ
る
。

色
・
材
質
は
、『
法
体
装
束
抄
』
に
よ
れ
ば
、
香
薄
物
・
白
薄
物
・
薄
墨
・
長
絹
・

布
。
香
薄
物
は
「
文
不
レ
同
、
法
皇
・
竹
園
は
菊
、
摂
家
は
牡
丹
、
室
町
殿
は
桐
な

り
、
又
無
文
有
レ
之
」
と
あ
る
。
ま
た
、
白
薄
物
は
「
同
前
」、
薄
墨
も
「
同
」
と
あ

り
、
と
も
に
香
薄
物
同
様
。
こ
れ
に
対
し
、
長
絹
・
布
に
は
註
記
は
な
い
。

た
だ
し
、
長
絹
は
無
文
の
絹
地
で
、
布
も
文
様
は
な
い
。
着
用
身
分
は
上
位
者
の

み
記
さ
れ
て
い
る
が
、
裘
代
と
は
異
な
り
、
長
絹
や
布
製
は
下
位
者
が
着
用
し
た
の

で
あ
ろ
う
。

構
成
は
、『
法
体
装
束
抄
』
を
要
約
す
れ
ば
、
鈍
色
と
は
や
や
相
違
し
、
大
口
・
長

大
帷
・
袙
・
付
衣
・
帯
・
五
条
袈
裟
が
基
本
。
こ
の
大
口
も
腰
二
本
で
あ
り
、
上
袴

は
着
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
大
口
を
省
略
し
て
指
狩
を
着
用
す
る
場
合
や
、
下
袴
・

指
貫
を
着
用
す
る
場
合
も
あ
り
、そ
の
際
の
着
用
法
は
そ
れ
ぞ
れ
裘
代
同
様
と
い
う
。

○
衣
袴　

『
法
体
装
束
抄
』
で
は
、
鈍
色
に
つ
い
で
詳
し
い
記
述
が
あ
る
。
前
掲
『
薩
戒
記
』

に
よ
れ
ば
、
な
し
崩
し
的
に
当
時
の
法
体
の
参
内
装
束
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か

る
よ
う
に
、
鈍
色
同
様
に
衣
袴
が
当
時
の
法
体
の
一
般
的
な
装
束
で
あ
っ
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。
た
だ
し
、『
法
体
装
束
抄
』
に
よ
れ
ば
「
入
道
着
用
衣
袴
事
」
と
あ
り
、
ま

た
『
建
内
記
』
応
永
三
十
五
年
（
一
四
二
八
）
正
月
二
十
三
日
条
に
も
「
衣
袴
者
俗
中

入
道
之
装
束
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
衣
袴
は
入
道
の
法
体
装
束
で
あ
る
。

こ
の
衣
袴
は
上
着
で
あ
る
衣
と
袴
か
ら
な
る
。
色
・
材
質
・
着
用
身
分
は
、『
法
体

装
束
抄
』
に
よ
れ
ば
、「〈
生
〉
薄
墨
絹
〈
貴
人
着
二
用
之
一
〉、
同
色
布
〈
貴
賤
着
レ

之
〉」
と
あ
る
。
生
絹
製
と
布
製
が
あ
り
、
色
は
と
も
に
薄
墨
。
生
絹
製
は
貴
人
用
。

布
製
は
「
貴
賤
」
用
で
あ
る
。
こ
の
色
・
材
質
は
、
衣
と
袴
で
共
通
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
衣
と
袴
で
共
裂
で
あ
る
。
事
実
、『
法
体
装
束
抄
』
に
よ
れ
ば
、
衣
は
「
ひ
と

え
に
う
ら
な
し
」、
袴
は
「
う
ら
は
白
き
ぬ
、
練
・
生
い
づ
れ
も
し
さ
ゐ
な
し
」
と
あ

り
、
衣
は
一
重
。
袴
の
表
地
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
袴
の
表
地
の
色
・
材

質
が
記
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、衣
と
同
様
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
な
お
、上
着
と
袴
（
の

表
地
）
を
共
裂
に
す
る
こ
と
を
上か

み
し
も下

と
い
う
。

構
造
は
、『
法
体
装
束
抄
』
に
よ
れ
ば
、
衣
は
、
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そ
う
か
う
も
只
ひ
た
ゝ
れ
の
ゑ
り
の
や
う
に
し
て
、
う
ち
へ
お
り
か
へ
す
、
又

付
衣
な
ど
の
様
に
そ
う
か
う
の
あ
る
も
あ
り
と
云
々
、
つ
ね
に
は
見
不
レ
及
、
大

く
び
あ
り
、（
中
略
）
袖
つ
け
よ
り
、裳
の
も
と
ま
で
両
方
の
わ
き
あ
く
る
な
り
、

と
あ
り
、
ま
た
、

こ
ろ
も
の
た
け
、そ
の
人
の
一
の
ほ
ね
よ
り
き
び
す
の
も
と
ま
で
の
寸
法
に
四
・

五
寸
ば
か
り
お
と
す
べ
し
〈
下
ざ
ま
の
人
は
七
・
八
寸
も
お
と
す
べ
し
〉

と
み
え
る
。

前
者
に
よ
れ
ば
、
僧
綱
襟
は
立
て
な
い
の
が
原
則
。「
大
く
び
あ
り
」
は
垂
領
の

意
。「
裳
」
は
や
は
り
襴
。
袖
付
よ
り
襴
ま
で
は
闕
腋
と
い
う
。
後
者
に
よ
れ
ば
、衣

の
丈
は
、「
一
の
ほ
ね
」（
首
の
付
け
根
部
分
の
脊
柱
で
あ
ろ
う
）
か
ら
踵
ま
で
の
寸
法
の

う
ち
、
そ
れ
よ
り
も
約
十
二
〜
十
五
セ
ン
チ
ほ
ど
短
く
し
た
。

こ
れ
を
ま
と
め
れ
ば
、
衣
の
構
造
は
、
記
述
は
な
く
と
も
身
二
幅
・
広
袖
一
幅
半

で
あ
る
こ
と
は
推
測
で
き
、
さ
ら
に
垂
領
・
闕
腋
・
有
襴
・
対
丈
と
な
る
。
こ
れ
を

裘
代
・
付
衣
と
比
較
す
る
と
、
相
違
点
は
裾
長
か
対
丈
。
つ
ま
り
裾
の
長
さ
だ
け
と

な
る
。
裘
袋
・
付
衣
と
同
じ
構
造
で
対
丈
が
衣
で
あ
る⑯
。
一
方
、
袴
は
「
ぬ
い
様
又

身
の
入
や
う
た
ゞ
浄
衣
に
同
じ
」
と
あ
り
、
襖
袴
と
同
様
と
い
う
。

構
成
は
、『
法
体
装
束
抄
』
の
記
述
を
整
理
す
れ
ば
、
着
用
順
に
下
袴
・
大
帷
・

袴
・
衣
・
帯
・
五
条
袈
裟
と
な
る
。
袙
は
「
着
せ
ず
、
む
か
し
着
す
る
人
あ
り
、
そ

れ
は
難
あ
り
」
と
あ
る
。
ま
た
、
袈
裟
の
色
・
材
質
・
使
用
身
分
は
、

薄
墨
の
薄
物
、
文
は
人
の
所
為
に
し
た
が
ふ
、
不
レ
同
る
な
り
、
貴
賤
懸
レ
之
、

か
け
や
う
同
前
、
大
臣
の
入
道
以
上
は
絹
衣
袴
、
香
袈
裟
も
又
懸
る
な
り
、
香

げ
さ
は
大
納
言
入
道
も
ゆ
る
さ
れ
て
は
懸
レ
之
云
々
、

と
あ
る
。
通
常
は
薄
墨
薄
物
。
文
様
は
着
用
者
次
第
で
不
定
。
こ
れ
は
文
様
の
種
類

だ
け
で
な
く
、
有
文
・
無
文
の
別
も
含
む
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
大
臣
入
道
以
上
は

絹
衣
袴
に
香
袈
裟
も
着
用
。
勅
許
を
得
た
大
納
言
入
道
も
香
袈
裟
を
使
用
。
勅
許
を

得
た
大
納
言
入
道
が
香
袈
裟
を
使
用
す
る
こ
と
は
、
五
条
袈
裟
で
も
ふ
れ
た
。

○
直
綴

本
来
は
中
国
の
禅
僧
の
着
衣
。
鎌
倉
時
代
に
舶
来
し
、や
が
て
法
体
装
束
と
し
て
、

ま
た
の
ち
に
は
俗
体
の
着
衣
と
し
て
も
普
及
し
た⑰
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
法

体
装
束
と
は
そ
の
出
自
を
異
に
す
る
。

構
造
は
、
褊へ

ん
さ
ん衫

と
よ
ぶ
身
二
幅
・
広
袖
一
幅
半
・
垂
領
・
縫
腋
・
腰
丈
の
上
着
に

裳
を
縫
い
付
け
た
。
こ
の
裳
は
襴
で
は
な
く
、
法
服
・
鈍
色
同
様
の
裳
で
あ
る
。
褊

衫
に
直
接
裳
を
縫
い
（
綴
じ
）
付
け
た
の
で
直
綴
と
い
う
。

『
法
体
装
束
抄
』
に
よ
れ
ば
、
全
文
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

〈
う
す
墨
〉
絹
の
ぢ
き
と
つ
〈
ね
り
・
す
ず
し
〉、
白
生
大
口
は
大
臣
以
下
三
位

入
道
ま
で
着
二
用
之
一
、
或
色
々
の
お
り
も
の
・
う
す
物
等
の
直
綴
も
着
二
用

之
一
、〈
う
す
ゞ
み
〉
布
の
直
綴
・
布
の
大
口
は
殿
上
人
以
下
入
道
着
二
用
之
一
、

夏
は
公
卿
も
う
す
も
の
・〈
ぢ
き
と
つ
〉
布
を
用
、
こ
ゝ
ろ
に
ま
か
す
べ
し
、

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
衣
袴
同
様
に
直
綴
も
入
道
の
法
体
装
束
。
構
成
要
素
は
、
袴
は

大
口
の
み
。
こ
れ
も
腰
二
本
で
あ
る
。
ほ
か
は
不
記
載
だ
が
、
大
口
の
う
え
に
長
大

帷
程
度
は
着
用
し
た
で
あ
ろ
う
。
色
・
材
質
は
、
直
綴
は
薄
墨
色
の
練
絹
・
生
絹
か

布
。
大
口
は
、
生
絹
製
は
白
。
布
製
は
記
載
が
な
い
が
や
は
り
白
で
あ
ろ
う
。
着
用

身
分
は
、絹
製
の
直
綴
・
大
口
は
大
臣
入
道
か
ら
三
位
入
道
ま
で
。
こ
の
身
分
は
様
々

な
織
物
や
薄
物
の
直
綴
も
着
用
。
夏
は
公
卿
の
入
道
も
本
人
次
第
で
薄
物
や
布
の
直

綴
を
使
用
し
た
。

な
お
、『
建
内
記
』
応
永
三
十
五
年
（
一
四
二
八
）
正
月
二
十
三
日
条
に
よ
れ
ば
、そ

の
日
等
持
院
で
足
利
義
持
の
葬
儀
が
あ
り
、
葬
儀
参
加
者
の
公
家
を
中
心
と
す
る
法

体
装
束
が
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
入
道
儀
同
三
司
日
野
資
教
以
下
の
公

卿
入
道
は
す
べ
て
白
練
絹
直
綴
で
あ
る⑱
。

直
綴
は
薄
墨
色
だ
け
で
な
く
白
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
同
時
に
同
じ
く
入

道
の
法
体
装
束
と
し
て
直
綴
と
衣
袴
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

藤
中
納
言
入
道
豊
光
に
対
し
て
、
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直
綴
（
同
二
）
儀
同
三
司
・
一
位
禅
門
等
一
、
応
永
十
五
年
（
鹿
苑
院
殿
）
御
時
、

法
体
人
著
二
衣
（
袴
）
一
、然
而
（
今
度
）
為
二
直
綴
一
之
由
自
称
レ
之
、又
云
、去
々

年
喪
レ
母
之
時
、相
二
尋
少
納
言
入
道
常
宗
一
之
処
、〈
入
道
〉
法
体
人
喪
二
父
（
母
）

一
事
為
二
邂
逅
一
之
間
、（
更
不
二
）
記
置
一
、
葬
礼
時
服
等
無
二
所
見
一
、
但
直
綴
者

猶
是
法
衣
可
レ
云
二
甚
深
一
歟
、
衣
袴
者
聊
有
二
俗
服
之
風
情
一
物
歟
、
然
者
如
レ
此

之
時
直
綴
可
レ
然
歟
之
由
返
答
之
間
、
葬
礼
已
下
用
二
直
綴
一
了
、
仍
今
度
又
如
レ

此
云
々
、
少
納
言
入
道
返
答
之
様
、
強
不
二
甘
心
一
事
也
、
著
二
藁
沓
一
、

と
あ
る
（
括
弧
内
は
原
本
が
虫
損
・
磨
損
な
ど
に
よ
る
欠
字
で
『
大
日
本
古
記
録
』
の
校
訂

註
に
従
っ
た
部
分
で
あ
る
）。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
今
回
の
葬
儀
で
、
豊
光
は
少
納
言
入
道
常
宗
（
清
原
良
賢
）
の
意

見
に
従
っ
て
直
綴
と
し
た
。
ほ
か
の
公
卿
入
道
が
す
べ
て
直
綴
で
あ
る
の
も
良
賢
の

意
見
の
反
映
も
あ
る
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
良
賢
が
衣
袴
よ
り
も
直
綴
が
相
応
し
い

と
し
た
理
由
は
、
直
綴
は
法
衣
と
し
て
「
甚
深
」、
衣
袴
は
「
俗
服
之
風
情
」
で
あ
る

か
ら
で
あ
る
。「
甚
深
」「
俗
服
之
風
情
」
と
も
に
そ
の
意
味
は
難
解
で
あ
る
が⑲
、
良

賢
の
こ
の
意
見
に
『
建
内
記
』
の
記
主
万
里
小
路
時
房
は
「
強
不
甘
心
事
也
」
と
賛

同
し
て
い
な
い
。

ま
た
、
藤
宰
相
入
道
永
藤
に
対
し
て
は
「
直
綴
同
二
自
余
之
法
体
一
、
衣
袴
不
二
所
持

一
之
間
如
レ
此
云
々
」
と
あ
り
、
永
藤
が
直
綴
を
着
用
し
た
の
は
、
衣
袴
を
所
持
し
て

い
な
い
と
い
う
単
純
な
理
由
か
ら
で
あ
っ
た
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
葬
儀
の
際
の
入
道
の
法
体
装
束
と
し
て
、
当
時
、
衣
袴
と
直
綴

の
両
意
見
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
た
、
豊
光
の
履
き
物
は
藁
沓
で
あ
っ
た
が
、
飛
鳥
井
中
納
言
入
道
雅
縁
に
対
し

て
、

直
綴
同
二
自
余
之
法
体
一
、
只
如
二
尻
切
一
著
二
用
之
一
歟
、
為
二
衣
袴
一
者
可
レ
用
二

藁
沓
一
、
今
為
二
直
綴
一
、
仍
用
二
尻
切
一
云
々
、
如
何
、

と
あ
る
。
雅
縁
の
意
見
に
よ
れ
ば
、藁
沓
は
衣
袴
の
履
き
物
。
直
綴
は
尻し

り
き
れ切

と
な
る
。

こ
の
意
見
に
対
し
て
も
時
房
は
「
如
何
」
と
疑
義
を
呈
し
、時
房
の
意
見
に
よ
れ
ば
、

直
綴
も
藁
沓
で
あ
る
。
な
お
、
尻
切
は
、
足あ
し
な
か半

と
も
い
い
、
爪
先
部
分
だ
け
で
踵
部

分
の
な
い
草
履
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、『
法
体
装
束
抄
』
の
分
析
を
軸
に
室
町
初
期
の
法
体
装
束
に
つ
い
て
、
お
も

に
そ
の
構
成
要
素
・
構
造
・
色
・
材
質
・
着
用
身
分
な
ど
概
観
し
た
。『
法
体
装
束

抄
』
の
記
述
は
内
容
は
豊
富
で
あ
る
が
必
ず
し
も
体
系
的
な
も
の
で
は
な
い
た
め
、

他
の
史
料
と
の
齟
齬
も
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
（
事
実
、そ
の
一
部
は
本
稿
で
示
し
た
）。

ま
た
『
法
体
装
束
抄
』
で
は
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
本
稿
で
は
ほ
と
ん
ど
ふ
れ

て
い
な
い
各
法
体
装
束
の
着
用
機
会
に
つ
い
て
は
、
古
記
録
な
ど
か
ら
個
別
の
事
例

を
探
っ
て
く
い
く
よ
り
ほ
か
に
な
い
。
さ
ら
に
本
稿
で
取
り
上
げ
た
以
外
に
も
様
々

な
法
衣
が
あ
る
し
、
ま
た
尼
の
法
衣
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
ふ
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
今
後
の
課
題
で
あ
る
が
、
本
稿
が
法
体
装
束
研
究
の
一
助
と
な

れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

註①　
管
見
で
は
、
井
筒
雅
風
『
袈
裟
史
』（
文
化
時
報
社
、
一
九
六
五
年
）、
同
『
法
衣

史
』（
雄
山
閣
出
版
、
一
九
七
四
年
）、
江
馬
務
「
日
本
法
衣
史
」（『
江
馬
務
著
作
集 

第
三
巻
服
飾
の
諸
相
』
中
央
公
論
新
社
、
一
九
七
六
年
、
初
出
一
九
六
八
〜
一
九
七
一

年
）、鳥
居
本
幸
代
「
鎌
倉
時
代
の
法
衣
に
つ
い
て
」（『
天
台
学
報
』
三
十
、一
九
八
七

年
）、
澤
田
和
人
「
直
綴
の
基
礎
的
研
究
（
上
）」（『
仏
教
芸
術
』
二
五
四
、二
〇
〇
一

年
）、
同
「
直
綴
の
基
礎
的
研
究
（
下
）」（『
仏
教
芸
術
』
二
五
七
、二
〇
〇
一
）
な
ど

が
あ
り
、
ま
た
筆
者
は
未
見
だ
が
花
圓
映
澄
『
法
衣
史
』（
鍵
長
法
衣
店
、
一
九
二
七

年
）
も
あ
る
。

②　
『
法
体
装
束
抄
』
は
、『
群
書
類
従
』
第
八
輯
・
装
束
部
、
お
よ
び
『
大
日
本
仏
教
全
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書
』
第
五
十
巻
威
儀
部
二
（（
財
）
鈴
木
学
術
財
団
、
一
九
七
一
年
）
に
所
収
。
冒
頭

に
「
法
体
装
束
事
〈
付
〉
童
体
装
束
事
」
と
あ
り
、
法
体
装
束
だ
け
で
な
く
、
そ
の
後

半
は
童
体
装
束
に
つ
い
て
記
す
。
ま
た
、『
法
体
装
束
抄
』
と
い
う
書
名
は
、
群
書
類

従
本
の
標
題
に
「
法
体
装
束
抄
〈
是
元
無
名
書
、
今
私
題
レ
之
〉」
と
あ
り
、『
群
書
類

従
』
所
収
の
際
の
仮
の
書
名
。
本
来
は
書
名
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、大
日
本
仏
教
全

書
本
は
「
法
体
装
束
事
〈
付
〉
童
体
装
束
事
」
を
書
名
と
す
る
。
ま
た
、群
書
類
従
本

と
大
日
本
仏
教
全
集
本
の
本
文
は
、ご
く
一
分
に
相
違
が
あ
る
も
の
の
基
本
的
に
は
同

様
で
あ
る
。
た
だ
し
、
表
記
は
、
群
書
類
従
本
は
漢
字
仮
名
交
じ
り
、
大
日
本
仏
教
全

集
本
は
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、『
法
体
装
束
抄
』
の
書
名
と
と
も

に
群
書
類
従
本
を
使
用
し
、
大
日
本
仏
教
全
書
本
と
の
相
違
は
註
で
指
摘
す
る
。

③　

現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、永
行
が
義
満
出
家
の
装
束
奉
仕
を
し
た
こ
と
を
示
す
他
の
史

料
は
管
見
に
及
ん
で
い
な
い
。

④　

以
下
、
装
束
の
基
本
事
項
は
、
紙
数
の
関
係
も
あ
り
、
法
体
装
束
の
解
釈
に
必
要
な

場
合
を
除
い
て
特
に
は
ふ
れ
な
い
。
詳
し
く
は
、
鈴
木
敬
三
編
『
有
識
故
実
大
辞
典
』

（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
年
）
の
関
係
項
目
や
、
近
藤
好
和
『
装
束
の
日
本
史
』（
平

凡
社
新
書
、
二
〇
〇
七
年
）
な
ど
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

⑤　

裳
は
、
俗
体
の
公
家
装
束
で
は
男
子
の
礼ら
い
ふ
く服

と
女
房
装
束
で
着
用
す
る
。
ま
た
、
裳

は
成
人
女
子
の
象
徴
で
あ
り
、
女
子
が
裳
を
は
じ
め
て
着
用
す
る
儀
式
を
着
裳
と
い

い
、
女
子
の
元
服
で
あ
る
。
礼
服
の
裳
は
褶ひ
ら
みと

い
い
、
法
体
装
束
の
裳
と
同
じ
く
腰
に

巻
き
付
け
る
対
丈
の
構
造
で
あ
る
が
、
女
子
の
裳
は
八や

の幅
・
裾
長
の
構
造
で
、
腰
に
巻

き
付
け
る
の
で
は
な
く
背
後
に
引
き
ず
っ
た
。

⑥　
『
永
治
二
年
真
言
院
御
修
法
記
』
正
月
八
日
条
（『
続
群
書
類
従
』
第
二
十
五
輯
下
・

釈
家
部
所
収
）
に
よ
れ
ば
、真
言
院
御
修
法
参
加
の
僧
侶
の
装
束
を
「
諸
僧
著
二
浄
衣
・

五
帖
一
、
次
大
阿
闍
梨
、
浄
衣
之
上
著
二
平
袈
裟
一
」
と
し
、『
年
中
行
事
絵
巻
』
真
言

院
御
修
法
場
面
に
は
、
白
袍
・
裳
の
鈍
色
に
白
袈
裟
の
伴
僧
達
が
描
か
れ
る
（
鈴
木
敬

三
『
住
吉
模
本
年
中
行
事
絵
巻
解
説
』
古
典
芸
術
刊
行
会
、
一
九
五
九
年
）。

⑦　
『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
延
喜
加
持
の
場
面
に
は
、
参
内
す
る
天
皇
の
護
持
僧
一
行
が

描
か
れ
、
法
服
姿
の
護
持
僧
が
鼻
高
を
履
く
の
に
対
し
、
鈍
色
姿
の
従
僧
は
素
足
に
草

履
で
あ
る
。

⑧　
「
唐
」
は
、
大
日
本
仏
教
全
書
本
に
は
な
く
衍
字
で
あ
ろ
う
。

⑨　
『
法
中
衣
服
抄
』
は
、『
大
日
本
仏
教
全
書
』
第
五
十
巻
威
儀
部
二
所
収
。
奥
書
に

「
右
一
冊
以
二
菅
宰
相
為
庸
卿
本
一
乞
二
筆
写
一
一
校
了
、寛
文
第
六
季
冬
念
三
（
花
押
）」

と
あ
る
が
、
詳
し
い
書
誌
は
管
見
で
は
不
明
。

⑩　
『
法
中
装
束
抄
』
は
、『
群
書
類
従
』
第
八
輯
・
装
束
部
所
収
。「
法
中
装
束
抄
〈
是

元
無
名
書
、
今
私
題
レ
之
〉」
と
あ
り
、『
法
体
装
束
抄
』
と
同
じ
く
本
来
は
書
名
は
な

く
、冒
頭
に
「
法
中
装
束
之
事
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
の
『
群
書
類
従
』
所
収
の
際
の
仮

の
書
名
。
奥
書
に
「
報
恩
院
前
大
僧
正
隆
源
以
二
御
自
筆
一
写
」
と
あ
る
よ
う
に
、
醍

醐
寺
報
恩
院
隆
源
（
一
三
四
二
〜
一
四
二
六
）
筆
。
本
稿
で
は
群
書
類
従
本
を
使
用
。

⑪　
『
群
書
類
従
』
第
二
十
八
輯
・
雑
部
所
収
。

⑫　

な
お
、『
群
書
類
従
』
で
は
、「
布
袍
裳
」
に
「
色
薄
墨
」
の
傍
書
が
あ
り
、『
大
日

本
仏
教
全
書
』
に
は
な
い
。
ま
た
、『
大
日
本
仏
教
全
書
』
で
は
、「
面
薄
墨
」
に
「
一

本
作
レ
白
」
と
校
訂
す
る
。

⑬　

横
被
着
用
の
様
は
、
と
も
に
法
服
姿
の
、『
年
中
行
事
絵
巻
』
御
斎
会
場
面
の
諸
僧

や
『
足
利
義
満
像
』（
鹿
苑
寺
蔵
）
な
ど
に
明
瞭
で
あ
る
。

⑭　
『
僧
服
集
要
』
は
『
大
日
本
仏
教
全
書
』
第
五
十
巻
威
儀
部
二
所
収
。
詳
し
い
書
誌

は
管
見
で
は
不
明
。
引
用
の
本
文
は
群
書
類
従
本
『
法
中
装
束
抄
』
に
該
当
部
分
は
な

い
。『
僧
服
集
要
』
所
収
の
『
法
中
装
束
抄
』
は
、
そ
の
「
傍
朱
」
に
よ
れ
ば
、「
此
勘

物
自
二
鷹
司
殿
一
被
二
申
請
一
由
、
冷
泉
入
道
等
覚
爾
借
受
」
と
あ
る
。

⑮　

ち
な
み
に
『
海
人
藻
芥
』
で
は
、
鈍
色
は
狩
衣
相
当
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
狩
衣
で

の
参
内
は
で
き
な
い
か
ら
、
そ
の
点
で
は
、
法
体
の
参
内
装
束
と
し
て
一
般
化
し
た
鈍

色
を
狩
衣
相
当
と
す
る
の
は
妥
当
性
を
欠
く
。『
薩
戒
記
』
で
衣
袴
を
狩
衣
（
布
衣
）

に
相
当
さ
せ
て
い
る
方
が
妥
当
で
あ
る
。
む
し
ろ
鈍
色
は
、本
稿
で
概
観
し
た
法
体
装

束
に
お
け
る
位
置
を
考
え
れ
ば
、
衣
冠
に
相
当
さ
せ
る
の
が
も
っ
と
も
妥
当
で
あ
る
。

し
か
し
、『
海
人
藻
芥
』
で
裘
代
を
直
衣
に
相
当
さ
せ
て
い
る
点
と
対
比
す
れ
ば
、
狩

衣
は
上
皇
以
下
貴
賤
の
別
な
く
着
用
す
る
の
に
対
し
、直
衣
は
限
ら
れ
た
身
分
し
か
着

用
し
な
い
。
そ
の
意
味
で
『
海
人
藻
芥
』
は
、
鈍
色
を
狩
衣
相
当
と
し
た
の
で
あ
ろ

う
。

⑯　

名
称
は
人
口
に
膾
炙
し
て
い
な
が
ら
実
態
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
法
体
装
束
の
上
着

に
素
絹
が
あ
る
。
こ
の
素
絹
に
つ
い
て
は
、も
っ
と
も
流
布
し
て
い
る
の
が
井
筒
雅
風

氏
の
説
（
註
①
前
掲
『
法
衣
史
』）
で
あ
る
。
井
筒
氏
執
筆
の
様
々
な
辞
書
類
に
も
記

さ
れ
、
ま
た
、
註
①
前
掲
鳥
居
本
論
文
で
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
構

造
は
裘
代
同
様
で
僧
綱
襟
を
立
て
な
い
。
色
・
材
質
は
、
白
・
無
文
の
一
重
を
原
則
。
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の
ち
に
等
身
の
素
絹
も
成
立
し
、
そ
れ
に
よ
り
本
来
の
裾
長
の
素
絹
は
長
素
絹
、
等
身

の
素
絹
は
半
素
絹
、
ま
た
は
単
に
素
絹
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
し
か

し
、そ
の
文
献
的
根
拠
は
乏
し
い
。
そ
も
そ
も
管
見
で
は
古
記
録
に
素
絹
と
い
う
用
語

は
出
て
こ
な
い
。
む
し
ろ
井
筒
氏
が
説
く
素
絹
の
構
造
は
、
長
素
絹
は
付
衣
、
半
素
絹

は
衣
袴
の
衣
に
相
当
す
る
。
素
絹
の
実
態
に
つ
い
て
は
、『
僧
服
集
要
』
に
一
部
史
料

が
採
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
を
参
考
に
別
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

⑰　

註
①
前
掲
澤
田
論
文
。
直
綴
の
基
礎
的
研
究
は
こ
れ
に
尽
き
よ
う
。

⑱　

近
藤
好
和
編
・
著
『
建
内
記
註
釈
2
』（
日
本
史
史
料
研
究
会
、
二
〇
一
一
年
）
参

照
。
な
お
、
同
じ
く
俗
体
公
卿
は
す
べ
て
浄
衣
で
あ
る
が
、
註
①
前
掲
澤
田
論
文
に
よ

れ
ば
、
公
卿
入
道
の
直
綴
が
白
で
あ
る
の
は
、
浄
衣
の
色
に
合
わ
せ
た
た
め
と
い
う
。

⑲　
「
甚
深
」
は
法
衣
と
し
て
奥
が
深
い
つ
ま
り
様
々
に
利
用
で
き
る
の
意
で
、「
俗
服
之

風
情
」
は
法
衣
と
し
て
は
軽
装
の
意
で
あ
ろ
う
か
（
前
註
近
藤
書
）。

（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
・
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
客
員
教
授
）


